
   東御市審議会等の会議の公開に関する要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この告示は、実施機関（東御市情報公開条例（平成16年東御市条例第７号）第２条

第１号に規定する実施機関をいう。）の審議会等の会議を公開することにより、その審議

の状況を市民に明らかにし、審議会等の運営の透明性、公正性を確保するとともに、市政

に対する市民の理解と信頼を深め、もって開かれた市政の推進に寄与することを目的とす

る。 

 （定義） 

第２条 この告示において「審議会等」とは、地方自治法（昭和22年法律第67号）第138条

の４第３項の規定により設置された附属機関をいい、その名称及び庶務担当課は、別表の

とおりとする。 

 （会議の公開） 

第３条 審議会等の会議は、次に掲げる場合を除き、公開するものとする。 

 (1) 当該会議において東御市情報公開条例第７条各号の規定に該当する情報（第５条第３

項及び第８条において「非公開情報」という。）に関し審議する場合 

 (2) 当該会議を公開することにより、公正かつ円滑な審議が著しく阻害され、会議の目的

が達成されないと認められる場合 

 （公開又は非公開の決定） 

第４条 審議会等の会議の公開又は非公開の決定は、審議会等の長が当該審議会等に諮って

行うものとする。 

２ 審議会等は、会議を公開しないことを決定したときは、その理由を明らかにしなければ

ならない。 

 （公開の方法等） 

第５条 審議会等の会議の公開は、会場に傍聴席を設け、希望する者に傍聴を認めることに

より行うものとする。 

２ 審議会等は、会議を公開するに当たっては、会議が公正かつ円滑に行われるよう傍聴に

係る遵守事項を定め、会議開催中における会場の秩序維持に努めるものとする。 

３ 審議会等は、傍聴者に対し会議資料（非公開情報が記載されているものを除く。）の配

布又は閲覧に努めるものとする。 

 （会議開催の事前公表） 

第６条 審議会等は、会議を開催するに当たっては、当該会議を開催する日の１週間前まで

に次の事項を記載した会議開催のお知らせを市のホームページに掲載するものとする。た

だし、会議を緊急に開催する必要が生じたときは、この限りでない。 



 (1) 会議名 

 (2) 開催日時 

 (3) 開催場所 

 (4) 会議の議題 

 (5) 公開・非公開の別 

 (6) 傍聴の定員（会議を公開する場合） 

 (7) 傍聴の手続（会議を公開する場合） 

 (8) 非公開の理由（会議を非公開とする場合） 

 (9) 問い合わせ先 

 （議事録の作成） 

第７条 審議会等の議事録は、会議の公開又は非公開の別にかかわらず、原則として会議終

了後概ね２週間以内に作成するものとする。ただし、議事録作成に相当の時間を要する合

理的な理由がある場合は、この限りでない。 

２ 議事録は、当該会議における審議内容、審議経過等を市民が十分理解できるような要点

筆記形式とするよう努めるものとする。 

 （会議資料及び議事録の公表） 

第８条 審議会等の資料の公表は、会議終了の日から概ね１週間以内を目安に、また、議事

録の公表は、概ね１月以内を目安に行うよう努めるものとする。ただし、非公開情報が記

載されている部分は除くものとする。 

 （議事録の公表期限） 

第９条 議事録を公表するときは、文書保存年限と同様の取扱い区分により、期限を設定し、

明示することとする。 

 （事務の所管） 

第10条 審議会等の会議の公開に関する事務は、当該審議会等を所管する課等が行うものと

する。 

 （補則） 

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

 

   附 則 

 この告示は、令和２年４月１日から施行する。 

 この告示は、令和３年８月１日から施行する。 

 

 

 



別表（第２条関係） 

名称 庶務担当部課 

東御市国民保護協議会 総務部総務課 

東御市防災会議 総務部総務課 

東御市民生委員推薦会 健康福祉部福祉課 

東御市情報公開制度及び個人情報保護制度審査会 総務部総務課 

東御市行政不服審査会 総務部総務課 

東御市特別職報酬等審議会 総務部総務課 

公務災害補償等認定委員会 総務部総務課 

公務災害補償等審査会 総務部総務課 

東御市財産処理委員会 総務部総務課 

東御市賞じゅつ金等審査会 総務部総務課 

東御市消防委員会 総務部消防課 

東御市まちづくり審議会 企画振興部企画振興課 

東御市行政改革審議会 企画振興部企画振興課 

東御市総合交流促進施設運営委員会 企画振興部文化・スポーツ振興課 

丸山晩霞記念館運営委員会 企画振興部文化・スポーツ振興課 

東御市スポーツ推進審議会 企画振興部文化・スポーツ振興課 

東御市国民健康保険運営協議会 市民生活部市民課 

東御市ごみ減量化及び循環型社会づくり推進委員会 市民生活部生活環境課 

東御市環境審議会 市民生活部生活環境課 

東御市人権啓発センター運営委員会 市民生活部人権同和政策課 

東御市人権尊重のまちづくり審議会 市民生活部人権同和政策課 

東御市男女共同参画審議会 市民生活部人権同和政策課 

東御市子育て支援審議会 健康福祉部子育て支援課 

東御市介護保険運営協議会 健康福祉部福祉課 

東御市老人ホーム入所判定委員会 健康福祉部福祉課 

東御市災害弔慰金等支給審査委員会 健康福祉部福祉課 

東御市健康づくり推進協議会 健康福祉部健康保健課 

東御市予防接種健康被害調査委員会 健康福祉部健康保健課 

東御市病院等運営協議会 市民病院医療事務部 

東御市就農トレーニングセンター運営委員会 産業経済部農林課 

東御市農業振興審議会 産業経済部農林課 



  
東御市事業所立地審議会 産業経済部商工観光課 

東御市中小企業振興資金あっせん委員会 産業経済部商工観光課 

東御市都市計画審議会 都市整備部建設課 

東御市空家等対策協議会 都市整備部建設課 

東御市上下水道事業運営審議会 都市整備部上下水道課 

東御市教育支援委員会 教育部教育課 

東御市 児童館運営委員会 教育部教育課 

東御市 青少年健全育成審議会 教育部教育課 

東御市 文化財保護審議会 教育部教育課 

東御市伝統的建造物群保存地区保存審議会 教育部教育課 

東御市文書館運営委員会 教育部教育課 

東御市社会教育委員会議 教育部生涯学習課 

東御市図書館協議会 教育部生涯学習課 

 

 


